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佐野市佐野市佐野市佐野市羽田工業団地羽田工業団地羽田工業団地羽田工業団地のののの地区計画地区計画地区計画地区計画    

    

『羽田工業団地』は、工業の利便の増進を図ると共に周辺の良好な環境に配慮した工業団地を

目標とするため、平成９年７月に地区計画を定めました。 

 

当地区では、地区の目標に“周辺環境と調和した工業団地の環境の形成・保全”を掲げ、地区

の目標を達成するために､地区整備計画の内容として建築物に関する事項で壁面の位置の制限、建

築物等の形態又は意匠の制限、かき又はさくの構造の制限、良好な地区環境の確保に必要なもの

の保全を図るための制限が定められています。 

    

            

    

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から、道路境界及び隣地境界線までの距離は、以下の

とおりとします。 

（１）地区施設である幅員６ｍ以上の道路及び区域の外周に接する道路法による道路に接する 

部分………………………………境界線から５ｍ以上 

（２）その他の敷地部分……………境界線から２ｍ以上 

 

【【【【趣趣趣趣    旨旨旨旨】】】】    

日照や通風、または防災上の    

観点から、植栽スペースを確保   

して緑豊かなゆとりある環境を 

形成するために、建物を道路や 

隣地から後退していただく制限 

を設けました。 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

【【【【地区計画区域地区計画区域地区計画区域地区計画区域】】】】    

 

 

①①①①    壁面の位置の制限壁面の位置の制限壁面の位置の制限壁面の位置の制限 
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建築物及び工作物の外観は、落ち着いた色調とします。  

屋外広告物は、周囲の環境に調和し、美観･風致を良好に保つものとし､次の各号に掲げるも

の以外は設置してはならないこととします。 

（１）独立した工作物としての屋外広告物は、１建築物の敷地に１つとし、かつ自己の業務の  

目的だけとします。  

（２）建築物に付属して設置する屋外広告物。ただし、屋上に設置するものの高さは、建築物

の高さの半分までとし、かつ６ｍ以内とします。  

  

【【【【趣趣趣趣    旨旨旨旨】】】】    

本地区は、良好な環境を有する工業団地とするとともに、周辺の環境にも考慮した落ち着き

のある美しい街並みの形成･保全を目的とすることから､建築物の色彩や屋外広告物について

制限を設けました。 

また、屋外広告物を設置する場合は、屋外広告物法及び栃木県屋外広告物条例により、市長

の許可が必要となる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

建築物建築物建築物建築物にににに付随付随付随付随してしてしてして設置設置設置設置するするするする広告物広告物広告物広告物（（（（屋上屋上屋上屋上にににに設置設置設置設置するするするする場合場合場合場合））））イメージイメージイメージイメージ図図図図    

 

 

 

 

 

 

②②②②建築物等の形態又は意匠の制限建築物等の形態又は意匠の制限建築物等の形態又は意匠の制限建築物等の形態又は意匠の制限 
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かき又はさくを設ける場合は、次の各号を満足するものでなければ設置できないこととします。 

（１）位 置 

道路境界からかき又はさくまでの距離は２ｍ以上とし、その位置が敷地の法面にあたる場

合は、法肩から敷地へ０．５ｍ以上後退した位置とします。 

（２）構 造 

かき又はさくの構造は、原則生垣とします。 

やむを得ずフェンスや鉄柵にする場合は、敷地地盤面から高さ２ｍまでとし、透視可能な

ものとします。また、基礎を構築する場合は、その高さを０．５ｍまでとします。 

（３）その他 

道路に面する部分は植栽を施すこととします。 

 

【【【【趣趣趣趣    旨旨旨旨】】】】    

本地区を、良好な環境を有する工業団地とするためには、ゆとりある空間を確保するととも

に、都市的景観の向上に欠くことのできない緑地を十分配置し､また、それらを十分活用でき

る構造のかき又はさくにする必要があるため、このような制限を設けました。 

 

（１）について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）、（３）について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かきかきかきかき又又又又はさくのはさくのはさくのはさくの設置設置設置設置イメージイメージイメージイメージ図図図図        

③③③③    かき又はさくの構造の制限かき又はさくの構造の制限かき又はさくの構造の制限かき又はさくの構造の制限 
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１．良好な地区環境に支障を及ぼす土地の区画形質の変更を行なってはならないこととします。 

２．良好な地区環境の保全を図るため緑地を設置することとします。 

（１）本地区内の外周にあたる部分については緩衝緑地を、幹線道路及び補助幹線道路沿い 

に環境緑地を設置することとします。 

ア．緩衝緑地は敷地規模により次の幅員を確保するものとします。 

敷地面積 敷地境界線からの幅員 

2ha 以上 20ｍ以上 

1ha 以上 2ha未満 10ｍ以上 

1ha 未満 5ｍ以上 

ただし、河川､水路に隣接する若しくは区域外周に区域内道路がある場合は緩和規定があ

ります。 

イ．環境緑地は、幹線道路(W=16m)及び補助幹線道路(W=12m)の境界線より 5ｍ以上確 

保するものとします。 

（２）緩衝緑地には、原則として中高木の樹木を緩衝機能を果たす配置で植栽し、また環境 

緑地には、修景植栽を施し共に保全していくものとします。 

（３）緩衝緑地、環境緑地の区域においては､緑地以外の土地利用はできないものとします。 

ただし、次に掲げる項目については可能とします。 

ア．工場敷地の出入口を設置する場合（必要最小限） 

イ．景観向上のため修景植栽工事をする場合 

ウ．かき又はさくを設置する場合 

エ．防火水槽又は外灯を設置する場合 

オ．電気工作物を設置する場合  

カ．公共･公益上やむを得ない場合 

    

【【【【趣趣趣趣    旨旨旨旨】】】】    

本地区を、良好な環境を有する工業団地とするためには、ゆとりある空間を確保するととも

に、都市的景観の向上に欠くことのできない緑地を十分配置し､またそれらを将来にわたり維

持・保全をしていくことが必要不可欠であることから、このような制限を設けました。 

 
 

    

 

 ただし5ｍ以上確保    W/2     W/2        ただし5ｍ以上確保        

      ←←←←地区内   地区外→→→→                                                                                        ←←←←地区内   地区外→→→→ 

              河川又は水路                        道 路  

 
                       

           Ｗ：河川又は水路の幅    

 区域外区域外区域外区域外にににに河川又河川又河川又河川又はははは水路水路水路水路がががが隣接隣接隣接隣接するするするする場合場合場合場合のののの                    区域内区域内区域内区域内のののの外周外周外周外周にににに道路道路道路道路があるがあるがあるがある場合場合場合場合のののの        

        

④④④④    良好な地区環境の確保に必要なものの保全を図るための制限良好な地区環境の確保に必要なものの保全を図るための制限良好な地区環境の確保に必要なものの保全を図るための制限良好な地区環境の確保に必要なものの保全を図るための制限 

敷地規模による 

緩衝緑地の幅を確保する 

敷地規模による 

緩衝緑地の幅を確保する 
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    緩衝緑地緩衝緑地緩衝緑地緩衝緑地のののの幅員幅員幅員幅員ののののとりかたイメージとりかたイメージとりかたイメージとりかたイメージ図図図図                            緩衝緑地緩衝緑地緩衝緑地緩衝緑地のののの幅員幅員幅員幅員のとりかたイメージのとりかたイメージのとりかたイメージのとりかたイメージ図図図図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜＜＜＜    緩緩緩緩    衝衝衝衝    緑緑緑緑    地地地地    ＞＞＞＞    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                花壇花壇花壇花壇    芝生芝生芝生芝生    

壁面後退位置壁面後退位置壁面後退位置壁面後退位置                                                                                                                        

＜＜＜＜    環環環環    境境境境    緑緑緑緑    地地地地    ＞＞＞＞    

 

 

佐野市羽田工業団地地区計画佐野市羽田工業団地地区計画佐野市羽田工業団地地区計画佐野市羽田工業団地地区計画イメージイメージイメージイメージ図図図図        
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佐野市佐野市佐野市佐野市羽田工業団地地区計画羽田工業団地地区計画羽田工業団地地区計画羽田工業団地地区計画    計画書計画書計画書計画書    

都市計画佐野市羽田工業団地地区計画を次のように決定する。 
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